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午前９時５５分 開議

委員長（堀越賢二君） おはようございます。

ただいまの出席委員は１２名であります。定足数に達しておりますので，ただいまから

第４回決算特別委員会を開催いたします。

本日は，福祉部，建設部の集中審査に入ります。

それでは，レジュメに沿って始めてまいります。

まずは，福祉部関係の一般会計の歳出，社会福祉費，こちらの社会福祉総務費となりま

す。

ページ数は，１５３ページから１５７ページの中段までとなりますが，この中の１５５

ページ，６番の国民健康保険事業に要する経費は除きます。

今田委員。

委員（今田佳男君） １５７ページの生活困窮者自立支援事業，１３番で委託料が２つ上

がっているのですが，これは社会福祉協議会でよろしいのでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） 委託先につきましては，委員おっしゃるとおりに社会福祉

協議会のほうに委託しております。

委員長（堀越賢二君） 今田委員。

委員（今田佳男君） いろんな相談があって，今問題になっているひきこもりとかという

のはこの中に入ると思うのですけれども，今コロナで，いろんな状況で困窮者が増えてい

るという話が出ているのですが，相談の内容は福祉課としても把握されているかどうか。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） 相談内容につきましては，委託事業の実績報告のときにこ

ちらのほうへ報告で上がってきているというものでございます。あと，特に緊急性を要す

るものについては，その都度こちらのほうに連絡があってという形でございます。

自立相談支援事業についての相談内容については，この事業が，それこそ生活保護に至

る前の段階からの早期の支援を行うことで生活困窮状態からの自立を支援するという内容

でございます。生活困窮状態に至る理由というのは様々ありますが，そういった理由をお

聞きしながら就労支援を行ったりすることでその方の自立を促していくというようなもの

でございます。家計相談支援につきましては，家計の管理ができない方がいらっしゃいま

すので，そういう方に代わって手帳をお預かりして，使い込んだり，浪費しないような形
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で管理をしていくというものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長（堀越賢二君） 今田委員。

委員（今田佳男君） 繰り返しになりますけれども，今回離職されたりとか，いろんなこ

とで苦労されている方が増えているという報道がありますので，福祉課のほうも関心を持

っていただいて，できるだけ対応を速やかにしていただきたいと思います。最後の質問に

なります。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） こういった相談があった場合，適切にその現状を把握する

ように聞き取って，しっかり支援できるような形で取り組んでまいりたいと，そのように

考えております。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，障害者福祉費に移ります。

ページ数が少しありますので，区切って審査をお願いします。

まずは，１５７ページから１５９ページまでとします。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，１６１ページから１６３ページの中段まで。

道法委員。

委員（道法知江君） １６１ページの障害者援護事業に要する経費の中の福祉タクシーの

ことを確認を含めて伺いたいなと思います。対象者，助成額，交付枚数をまずお伺いさせ

ていただきたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 福祉タクシー乗車助成費についてのお尋ねでございます。

対象者は，身体障害者手帳１級，２級または３級，療育手帳○Ａまたは○Ｂ，精神障害者保

健福祉手帳１級の重度心身障害児者に対してタクシーの基本料金分の乗車券を交付するも

のでございます。枚数は，年間２４枚を交付しております。人工透析を受けている方に対

しましては，申請月から月４枚を加算しておりますので，年間７２枚を交付しておりま

す。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。
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委員（道法知江君） 今の段階で答えられるかどうかはあれなのですけど，今言われた人

工透析の方というのがどれぐらいおられるかというのは分かりますか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 申請書を送付されている方が全部で１，０１３名いらっし

ゃるのですけれども，その中の交付を申請されている方は５３８人です。そのうち５９人

が人工透析の治療者の方で，交付の申請があった方は３９名でございます。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 去年の多分決算だったと思うのですけども，福祉タクシーに関して

は今後の利用者へのアンケートを取られるということで一昨年の決算の審査のときに答弁

があったと思いますが，その後，対象者に対して何らかのアンケート等が行われたかどう

かだけ伺いたいと。そして，その結果がどうなったのかということが分かりましたら教え

ていただければと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 福祉タクシーの利用者ということではなくて，今年度計画

を策定しておりますので，障害をお持ちの方に対して移動に関わること全般という形でア

ンケートは実施しております。それとは別に，タクシー券の交付に対して全ての枚数を利

用していらっしゃる方を調べました。１００％利用していらっしゃる方が先ほどの５３８

人交付している中で５１人，人工透析の方３９名の方で１００％利用していらっしゃる方

が８名いらっしゃいました。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 交付に当たって５３８名だけど，利用者は５９名ということだと思

います。これに対して今後どのような，アンケートを含めて改善されるのかなということ

は予算計上に係ってくるのではないかなと思います。

それと，基本料金に対してだと思いますけれども，例えばワンメーターで移動ができる

方とそうでない方がおられると思いますけれども，そういった方々の声とかというのがも

しおありであれば伺いたいなと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） アンケートに自由意見欄があるのですけれども，福祉タク

シー券については交付枚数を増やしてほしいという方もいらっしゃったのですが，少数で
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はありました。移動距離については，特に回答はございませんでした。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 住んでおられるところが周辺に医療機関のある中心のところでない

方に対してと周辺の方，ワンメーターで行かれる方と，これで同じ状況というのが果たし

てどこまで公平性が保てるのかなということがありますので，そういったことを含めてア

ンケート，福祉タクシーだけではないですけども，全ての方，障害をお持ちの方たちに対

して何が公平なのかということも，また次への議論をしていただければなと思いますの

で，そのことについて御答弁いただければ。最後の質問としたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 地域公共交通全般に関わることだと思います。

福祉タクシーも福祉バスも，それから来年度から実施されようとしている地域公共交通

もそうなのですが，全般の見直しに関わって少しでも市民の方に利便性が伝わるような改

善をしていければなと考えております。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，次に移ります。

老人福祉費，こちらは１６３ページから１６７ページの中段までとなりますが，１６７

ページの１０番，老人保健事業に要する経費は除きます。

道法委員。

委員（道法知江君） １６５ページなのですけれども，一番下にあります地域介護・福祉

空間整備等補助金，これは予算書のどこを見させていただいたらいいのか分かりませんの

で，申し訳ありませんが，教えていただければなと思います。これは，多分災害が多発し

たということに対する施設へのということの理解でいいのかどうか。地域介護・福祉空間

整備等補助金についてを伺いたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） これは，事業所への補助金になります。ブロック塀の撤去

という，公共施設もあったかと思うのですけれども，違法のブロック塀の撤去に対して補

助金が交付されております。当初予算にはなかったのですが，昨年度申請がありまして，

補正で補助をさせていただいております。これは，ゆかりの里に対するブロック塀の撤去

とフェンスの設置でございます。財源としては，国から３分の２の補助がございます。
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以上でございます。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） これは災害にということで，多分災害が多発していていろんな施設

等，スプリンクラー等もないというような施設があるということの内容の補助金ではなか

ったかと思いますけれども，まだまだそういった対象の事業所があるのではないかと思い

ますけども，その点について把握していることがありましたら教えていただきたいと思い

ます。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 現在，把握しているところでは，スプリンクラー等の違法

な建築物はないというふうに認識しております。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，次に移ります。

老人福祉施設費，ページ数は１７７ページ，こちらの事業費となります。

道法委員。

委員（道法知江君） すみません，１７７ページ，事業費，黒滝ホーム運営事業に要する

経費なのですけれども，施設の補修工事３１６万円，これは平成２９年のときに２６０万

円，３０年のときに２５８万円，これは壁とかクロスを貼りかえた。３１年のときは多分

空調設備かなと思うのですけれども，その確認をお願いしたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 令和元年度における黒滝ホームの施設補修工事についてで

ございますが，厨房用のエアコンの設置工事，エレベーターの物品交換工事，高圧充電引

込み工事を施工しております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） かなり老朽化ということもあるのでしょうけども，抜本的に，年々

これだけ修繕費がかかるということに対してどのようにお考えなのかということを伺いた

いと思う。全体的な事業，シーリングということがありましたので，黒滝ホームさんに関

する事業費も少し少なくはなっているのかな，支出がというふうに思いますけれども，こ

れだけ毎年２００万円，３００万円という修繕費がかかるという老朽化に対してどのよう

にお考えか伺いたいと思います。
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委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 養護老人ホームは，老人福祉法に基づき，環境上及び経済

上の理由により居宅で生活することが困難な高齢者に対し，安心した生活が送れるよう入

所の措置を行っている施設でございます。今後においても，社会的孤立の問題等が顕在化

し，生活課題を抱える低所得者の高齢者が増加することが見込まれております。措置施設

である養護老人ホームが果たすべき役割は，今後ますます大きくなるものと考えておりま

す。

その上で，黒滝ホームの運営につきましては，施設の老朽化に伴う課題が生じているこ

とは認識しており，指定管理者と協議，連携を行っているところでございます。ただ，当

面，高齢者が安心して暮らせるよう，施設改修は今後も必要になってくるものと考えてお

ります。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） ４１％の高齢化率を超えているという竹原市でもあります。こうい

った施設がとても大切だという認識はあります。私の意見としては，建物そのものが，全

てが老朽化していて，これだけの修繕費用がかかっているということに対して今後本市と

してどのようにお考えなのかということが伺えればなというふうに思っております。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 繰り返しになりますけれども，黒滝ホームの建物自体が昭

和６３年頃の建物で，堅固な建物ではあるのです。ただ，いろいろな設備の修繕が必要に

はなってきております。なので，施設の修繕費は，今後も必要になってくるものと考えて

おります。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，児童福祉費に移ります。

児童福祉総務費，こちらもページを区切って審査をしてまいります。

１７７ページから１７９ページまで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，１８１ページから１８３ページ，こちらで１

８１ページの３番，乳幼児等医療給付に要する経費は除きます。

道法委員。
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委員（道法知江君） １８１ページの１９，病児・病後児保育の負担金についてを伺いた

いと思います。２択になっていると思いますけども，病児の利用人数，利用日とか時間と

か，それと病後の合わせて利用人数をお伺いさせていただきたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） まず，病後児保育におきます定員のほうが２名ということ

で，利用実績のほうが平成３１年度，令和元年度は６８名ということでございます。病児

保育につきましては，定員が２名ということで，利用実績につきましては年間６０名とい

うことでございます。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，保育所費に移ります。

１８３ページ，下段から１８７ページの中段まで。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，児童福祉施設費に移ります。

１８７ページの中段から１９１ページの上段部分までとなります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，次に移ります。

１９１ページの母子福祉費。

山元委員。

委員（山元経穂君） １９１ページ，２０番の母子高等職業訓練促進事業給付費について

伺います。これは，今年度利用された人数とあとはどんな資格を取られたかというのを把

握していたら教えてください。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） 令和元年度の利用人数は３名ということで，３名とも看護

師の資格を取得するためのものでございます。

委員長（堀越賢二君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 単純な質疑で申し訳ないのですが，看護師を取られたという，准

看，基本的には。この後，正看まで目指されるということですか。それとも，准看で終わ
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っているかどうか，もし分かっていたら。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） ３名とも正看護師を目指されるものでございます。

委員長（堀越賢二君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 令和元年度から准看までだったのが，正看護師になるためには通算

で３年分の今度補助金が出されるということで，制度上使いやすい制度にはなっているの

かなと思います。それと，１人当たりに係る人数が多いので，必ずしも，予算に提起した

ものよりも毎年毎年利用実績が低い額になっているというのは，一定は，１人増えればぼ

んと上がるわけですから理解はできるのですが，ただどうなのですか。実際は，母子高等

職業訓練促進事業というだけで，高等職業訓練の促進ということで親の方がステップアッ

プを目指されたりとかということで，また要は生活のなりわいをより堅固にしていくとい

うためにいい制度なのですが，あまりこれを，相談とかを使おうという人はいないのです

か。どうなのですか。その辺の相談事とかというようなことで，いろんな，それともう少

し言えば資格，最初は看護師，介護福祉士だったのが保育士とか歯科衛生士，理学療法

士，美容師，保健師，助産師，調理師等にまで今資格拡大になっていると思うのですが，

この辺についてはどのような感じですか。

委員長（堀越賢二君） 社会福祉課長。

社会福祉課長（沖本 太君） 相談の件数というのですか，利用実績については，平成３

０年度が５名いて，平成３１年度が３名と。これに関しては，この事業がそもそも配偶者

のいない母親が自立して生活できるような形での就業を支援するための資格取得を後押し

する，そういった制度というのは十分御承知いただいているとは思うのですけど，配偶者

のいない母親というのですか，そういった数は児童扶養手当の増加と同じように増えてい

るというところがあるので，相談件数については，ただ状況に応じてその年度年度で違い

があろうと思います。相談があれば，適切にこういった事業につなげていけるような形で

進めていこうかなと思っております。

資格の取得の種類が増えたことについては，そのことによって，こういった資格を取得

することでより就職しやすくなる，それによって安定した生活が送れるようになるという

ようなことで，資格が多くなるということは非常に望ましいかなと思います。今後も，こ

ういった世帯をしっかり支援ができるように取り組んでまいりたいと，そのように思いま

す。



- 176 -

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，児童手当費に移ります。

１９１ページから１９３ページの上段まで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） よろしいですか。

それでは，生活保護費に移ります。

生活保護総務費，１９３ページから１９５ページの上段まで。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，扶助費に移ります。

同ページの中段部分。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，災害救助費に移ります。

１９５ページ，こちらは１番の災害見舞に要する経費と２番の災害救助に要する経費の

うち，９番の普通旅費，１３番の地域支え合いセンター事業委託料のみとなります。

道法委員。

委員（道法知江君） １９５ページの地域支え合いセンターの事業委託料ということで，

こころのケアチームと合同で行われたということであります。対象世帯数と見守りが必要

だった世帯をまず伺いたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 令和元年度においては，通常見守りとして６世帯の見守り

を行っております。また，こころのケアチームと市の保健師と合同で心の健康相談会を実

施しておりまして，参加者は３４人でございます。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 平成３０年度の豪雨災害ということだと思いますけれども，通常の

見守り世帯だけではなく不定期の見守り世帯もあるというふうなことで，先日報告をいた

だきました。こうすると，全体で通常の見守りが月に１回，不定期の見守りが４１世帯に

必要ということで合わせて４７世帯，必要ないという方が２２４世帯いるということで報

告を受けていますが，しかし見守りと相談件数は延べ１，０１４件もあるということであ
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りました。これは，広島のこころのケアチームということで，地域支え合いセンター自体

が県の事業であると思いますけれども，今後まだまだ，４６名程度の方々がおられるとい

うことでありますので，竹原市の保健師さんが対応されたということでありますけども，

それだと県のほうの対応というのはどういう方々が来られて対応されたのか伺いたいと思

います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 西部東保健所の保健師の方が来られております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） これは，この支援が多分来年度になったらなくなるということだと

思いますけれども，令和元年度，そして２年度と引き続いて大事なことはこころのケアチ

ームというのが市のほうにも移管されるということでありますが，どのように連携を取っ

ていくのか，４７名が決して取り残されないようにするためにはどのように連携を取られ

るのかなということが具体に分かれば教えていただきたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 福祉部長。

福祉部長（久重雅昭君） 支え合いセンターの今後でございますけれども，支え合いセン

ターについては，県の事業ということで県の補助金で運営をしているということで，今年

度で終了するというような予定にしております。まだ実際に，先ほども言いましたよう

に，月に１回の通常見守りの世帯が６世帯，不定期のみの世帯が４１世帯いらっしゃいま

すので，これは保健センターですとか，あと地域包括支援センターに引き継いで見守りを

行っていくといったようなことにしておりますので，そういった引継ぎをしながら，連携

をして，被災者に寄り添ったまた支援をしていって，一日でも早く再建できるように見守

りをしていきたいというふうに考えております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 実際に１，２００万円ほどあった事業委託料，実際は人件費等があ

ると思いますけども，４７名に関しては今後も引き継いで社協のほうとかがやっていくと

いうことではありますけども，業務内容がそうすると職員に対して相当量増えるのではな

いかというのを感じますけれども，そのことについて御答弁いただければなと思います。

委員長（堀越賢二君） 福祉部長。

福祉部長（久重雅昭君） 確かにそういった業務内容が増えるというのはありますけど

も，これまでも保健センターですとか，地域包括支援センターというのは見回り活動を行



- 178 -

っておりますので，その中で重複した方というのもおられますので，そういうふうに，確

かに増えるということはありますけども，一日でも早い再建のために見守り活動をしてい

きたいというふうに思います。

今年度終了するということで，必要なしといった方も一斉に訪問をして，その場の状況

等を踏まえてどういう対応をしていくかといったことも今年度計画をしておりますので，

そのままの件数を引き継ぐというのは分かりませんけども，支援が必要な方については引

き続き見守りを行っていきたいというふうに考えております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 相当なことが１人の職員に対して，通常業務とはまた違って仕事が

増えるということの実態がありますので，そこを統括する方々は職員の方々に対しても格

段の配慮が必要ではないかなと思いますので，この点，どうぞよろしくお願いしたいと思

います。

委員長（堀越賢二君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，衛生費に移ります。

保健衛生費の保健衛生総務費，ページは１９７ページから１９９ページ中段までとなり

ますが，１９９ページの３番，公衆衛生推進に要する経費と４番，原爆被爆者対策に要す

る経費は除きます。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，続きまして健康増進対策費，こちらは１９９ページか

ら２０１ページの下段まで。この中の２０１ページの１番，健康づくり推進に要する経費

のうち，１３番の後期高齢者健診委託料と２３番の国・県支出金返還金は除きます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，予防費に移ります。

２０１ページの下段から２０３ページの中段まで。

道法委員。

委員（道法知江君） ２０３ページになります予防費で，１３の抗体検査委託料，この内

容を教えてください。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。
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健康福祉課長（森重美紀君） 抗体検査委託料でございます。

これは，風疹の抗体検査に対する委託料でございまして，昨年度からの３年間の時限事

業でございます。対象者は，昭和５４年４月１日から昭和３７年４月２日生まれの男性で

ございます。クーポン券発行は，昨年度は昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日生

まれの男性に発行しております。今年度に入りまして，それ以降の男性に発行しておりま

す。昨年度の抗体検査の受診率でございますけれども，令和２年２月分までが昨年度の受

診率に入りまして，抗体検査を実施された方が２４６人，受診率が２２．４％でございま

す。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） これは，国が２分の１出ている事業ではないかなと思います。風疹

の感染で妊婦さん，おなかの中にいる赤ちゃんを守るための大事なものであるかなと思い

ます。実施期間が令和４年３月までになると思います。まだまだしっかりと検査を受けて

いただかないといけない方がおられると思いますので，さらなる周知をお願いしたいなと

思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 昨年度の周知については，いろいろホームページ等を活用

しまして，企業も回らせていただきまして周知に取り組んでまいりました。委員おっしゃ

られるように，大変重要な事業だと思っておりますので，今年度以降も周知に努めたいと

思っております。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，母子保健費に移ります。

ページ数は，２０５ページの下段から２０９ページの上１行までとなります。

道法委員。

委員（道法知江君） ２０７ページの妊婦健診の受診報償って書いてあるのですけど，こ

れは名前が年々変わっていくので分かりづらいのか，実際のところは１４回に及ぶ健診が

あるので，健診の奨励費という認識でよろしいでしょうか。そして，費用と実績が分かれ

ば教えていただきたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 奨励費ということでいいと思います。
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費用につきましては，１回２，０００円の１４回までお支払いしております。昨年度の

交付対象者は１１３人でございます。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

道法委員。

委員（道法知江君） すみません。２０７ページ，不妊治療費の補助金について伺いたい

と思います。確認なのですけれども，御年齢と，これは不妊の検査費になるのか。また，

夫婦で検査を受けられるという助成金というふうな理解でよろしいでしょうか。伺いま

す。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 不妊治療支援費補助金についてでございます。

不妊治療には２種類ございまして，特定不妊治療と一般不妊治療でございます。夫婦で

対象になるのは，一般不妊治療でございます。

まず，特定不妊治療の内容でございますが，高度生殖医療でございまして，体外受精と

か顕微授精といったものが当たります。対象者は，県の不妊治療助成事業に決定された方

で，妻の年齢が４３歳未満でございます。金額については，県の助成を除く自己負担の２

分の１か１５万円の低いほうを補助しております。

次に，一般不妊治療でございます。こちらは，タイミング療法ですとか薬物療法，人工

授精等が対象になります。対象者は，県の不妊治療助成事業に決定された方で，妻の年齢

が３５歳未満です。補助の金額は，県助成を除く自己負担または５万円の低いほうでござ

います。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 県の不妊治療は，不妊検査費というものが，多分これは夫婦で検査

を受けたら５万円助成があるのではないかなと思いますけど，そのことを含めて確認させ

てください。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 県の助成は５万円でございます，検査に対する助成は。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） すごく少子化で，竹原市もそうですけども，子供さんがなかなか授

からないという声を聞きながら，国のほうも，首相表明としては，夫婦の経済的な負担を
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軽減するために，将来的にですけども，保険適用になるというニュースが飛び込んできて

います。実際のところ，調べてみますとすごく治療費がかかるということで，２００万円

とか３００万円とか５００万円ぐらいかかるのが実際で，途中でやめざるを得なくなって

しまうという方々を聞きます。先ほど課長の説明でありました一般の不妊検査とかタイミ

ング療法とか，あと人工授精なのですけれども，これは１回当たりが５，０００円から１

万円とか，あるいは人工授精だと１万円から３万円ぐらいかかると。１回だけなのかどう

か，回数は何回かというのがあるのでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 一般不妊治療のほうは，１組の夫婦につき１回限りとなっ

ております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 要は，最初の段階で不妊検査，タイミング療法，人工授精，これを

まずしようという方たちが多いと思うのですけれども，年齢が３５歳未満ということだと

思いますけど，これは県に合わせてあるのかなと思いますけれども，ここを，この年齢を

もう少し，晩婚化ですので，この年齢がそもそもどうなのか，本市にとってどうなのか，

そういうことも研究材料には要るのかなというように私は思います。最初の段階，不妊の

検査，これが結構かかることもありますし，最初の段階での年齢が３５歳未満だというこ

とについてどのようにお考えでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 不妊治療につきましては，委員おっしゃられますように，

今後，国の制度，県の制度が変わっていくと認識しております。本市におきましても，そ

ういった国や県の動向を注視しながら調査研究してまいりたいと考えております。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 不妊の原因というのは，分かっているのは，半数は男性にあるとい

うことでもありますので，しっかりと，不妊治療は女性のものということではなく，男性

にも御理解いただけるような広報というのが必要ではないかなと思いますので，この点に

ついてお願いしたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 男性に原因のある場合も多々見られると思いますので，そ

ういったことが伝わるような広報についても考えていきたいと思っております。
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委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 相談体制というのは，しっかりとしていかないといけないのは自治

体独自の考えでないかなと。そして，助成額等も含めて，本市の状況を踏まえて何か検討

していただくようなことはないのか。要は，相談ですよね，相談体制，これが既に行われ

ているのかどうか伺いたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 本市の相談におきましては，関係機関，県ですとかの窓口

に置いていただいておりまして，本市の窓口にも置いているのですけれども，あとホーム

ページ等での周知も行っておりまして，相談にみられたら相談対応をしている状況でござ

います。

委員長（堀越賢二君） 道法委員。

委員（道法知江君） 今，全部説明をいただいて，最後なのですけども，先ほど言われた

一般の受けた人数と特別の受けた人数が分かれば教えていただきたいと思います。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 一般不妊治療が４名で，特定不妊治療が５名です。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，診療所施設費に移ります。

２０９ページ下段から２１１ページ上段までとなります。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，保健センター費に移ります。

２１１ページから２１３ページ上段まで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，土木費に移ります。

土木費の都市計画費，こちらの都市再生整備計画費，ページ数は２５９ページとなりま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，教育費に移ります。

社会教育費の青少年指導費，ページ数は３０５ページとなります。この中の２番，青少
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年指導等に要する経費のみとなります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，一般会計を終わります。

続きまして，特別会計の介護保険特別会計，こちらの歳入に入ります。

ページ数は３８６，３８７ページ，こちらのまず介護保険料。

松本委員。

委員（松本 進君） ３８７ページに介護保険料の滞納と不納欠損があります。それで，

決算資料を出させていただいて，４３ページですか，出させていただいたりしておりま

す。それから，決算資料４５ページには，滞納した人の取組ということで納税緩和の適用

がされております。

４５ページに納税緩和措置の適用状況という資料を出させていただいておりまして，ま

ずお聞きしたいのは，決算資料の４５ページに納税緩和措置の適用状況で，一番下のとこ

ろになりますけれども，滞納処分の執行停止が２０１９年度２０件と金額が１００万円余

りということになっております。聞きたいのは，お伺いしたいのは，この停止の状況に至

った内容はどういった状況なのかということをお聞きしたいのと，執行停止，料ですけれ

ども，税の場合と同じように３か年停止が続いた場合は不納欠損という扱いになるのかど

うかを確認しておきたい。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） まず，決算資料の滞納処分の執行停止を行った方のそれま

での取組などでございますが，税務課と連携をしまして所得状況の調査を行いまして，納

付が困難な方を対象として執行停止を行っております。

執行停止につきましては，税と同じように３年後に不納欠損しております。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，使用料及び手数料に移ります。

それの手数料，３８７ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，国庫支出金の国庫負担金，同ページとなりま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（堀越賢二君） 続きまして，国庫補助金，こちらは３８９ページにまたぎます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，支払基金交付金，３８９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 県支出金に入ります。

こちらの県負担金。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続いて，県補助金，３８９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，同ページの財産収入。

こちら財産運用収入。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，繰入金に入ります。

繰入金の他会計繰入金，３８９ページから３９１ページにまたぎます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，同ページの繰越金。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，同ページの諸収入の延滞金，加算金及び過

料。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続いて，雑入。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，歳入を終わります。

続いて，歳出に入ります。

歳出の総務費の総務管理費，３９３ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，徴収費，こちらは３９５ページにまたぎま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（堀越賢二君） 続いて，介護認定審査会費，３９５ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，保険給付費に入ります。

１番の介護サービス等諸費，こちらはまず３９５ページから３９７ページまで。

松本委員。

委員（松本 進君） 保険給付費が３１億円強，在宅施設等々を執行されております。そ

れで，これに関わっての質問との関係で，決算資料の１ページ等に待機者の問題等々出さ

せていただいておりますが，ここでお伺いしたいのは給付サービスを執行されているとい

う状況と，この決算資料で出させていただいた，１ページでは施設入所に関わっていいま

すと，待機者が１１５名という現状があって，あと内訳もそうなっています。お聞きした

いのは，事業計画が作成されていると思うのですけれども，こういった待機者の解決のた

めには施設を増床すると，増やすということが必要だと思いますけれども，そこの事業計

画に施設サービスを充実させるといいますか，そういった計画は盛り込まれて，この待機

者が少しでも減少するといいますか，解決する方向になっているのかどうかを確認してお

きたい。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 待機者に関わる御質問とそれに伴う施設整備についての御

質問でございます。

まず，待機者でございますけれども，待機者１１５名となっておりますが，その待機者

の多くは病院や介護老人保健施設等に入っておられて，在宅の待機者は平成３１年４月１

日現在で１９名となっております。この在宅の待機者というのは年々減少しておりまし

て，施設の方にお伺いをしても，空きが出てもなかなかすぐに入っていただけない状況

で，いろんな施設が入っていただく方を探しているような状況が見られると伺っておりま

す。

また，施設整備に関わる御質問でございますけれども，特別養護老人ホームをはじめと

する施設居住系サービスの整備については，国の全国調査や各自治体が実施する調査結果

を踏まえ，必要なサービス量を見込んだ上で介護保険事業計画への反映について検討すべ

きものと考えております。先ほども言いましたように，現在待機者数が減少しております

し，高齢者人口も本市は平成２９年度をピークに減少しております。現在の状況で，施設

整備が必要というふうには考えていない状況でございます。
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委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） １つは，事業計画そのものには施設を増やす計画がないのかという

ことを後で再度確認していただきたいのと。

それで，今，空きがあっても探している状況というふうに報告がありました。実際，確

かに今，国の制度が変わって施設入所の条件が狭くなっているといいますか，前は介護１

からあったのですけど，今は介護３ということで間口が狭くなっているといいますか，そ

ういった状況がありますけれども，例えば介護１，２にしても，特別な事情といいます

か，本人は介護の施設があれば就職できるとか，介護されていて，そういう施設の入所を

希望して，入れば就職が継続できるとかというようないろんなところがあると思うのです

けども，そういった介護１，２を含めて，そういった特別な事情を考慮しての対策を現実

に取られているのかどうか。いかがでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 今現在，第７期介護保険計画で地域包括ケアの推進，深化

というのを行っております。できるだけ住み慣れた地域で生活できるように生活支援です

とか，介護予防ですとかに取り組んでいく方向で，それが高齢者の方々の健康寿命の延伸

にもつながるというふうに考えております。

また，要介護１，介護２の方の施設入所なのですが，特別な事情がある場合には入所で

きるような制度がございますので，居宅で生活することが困難な方については入所が可能

となっていると認識しております。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） 確かに，本人さんが地域での介護を望まれているという人はそれで

いいのですけれども，受皿といいますか，介護する家族とかはそういう状況の充実が，体

制が必要なのだと思うのですけれども。私が今言ったのは，１つは介護離職ゼロとか，こ

の間，国が打ち出してきた中で，私も体験しましたけれども，実際にはそういう施設に入

れなくて離職せざるを得ないということがあります。ですから，私が今言ったのは，制度

上は要介護３以上が施設入所の条件ですよという原則がある。しかし，今，空きがあって

入所者を募っているのだということがありました。ですから，そこは柔軟にといいます

か，そういった家族介護の状況を把握していただいて，地域で残りたいという人は在宅

で，その方向になるのでしょうけども，さっき言った離職ゼロといいますか，家族のため

に職を離れざるを得ないということはあってはならないというのが国の基本的な考えがあ
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って，実際にはそういう対応ができていないというのが起こっているわけですから。私の

経験を含めても，そういう離職をしなくてもいいようなきめ細かな対応が現実にはなされ

ないと，基本的には３以上しか入れませんよと，１，２はさっき言った特別な事情があっ

て，そこをつかめば対応できるということが実態としてはあるのではないかなと思います

ので，そういった努力をぜひしていただきたい。

それから，次の質問に入りますけれども，今度は，在宅サービスの関係での資料を決算

資料の３ページに出させていただいて，要介護，要支援もありますけど，要介護１から５

があって，要介護４，５とか，ここのサービスの利用状況，利用率といいますか，限度額

に対してのサービスの利用率，例えば要介護５でいえば６１．６％，要介護４でいえば５

６．９％というような限度額に対する利用状況が報告されています。それで，確かに，私

が考えるのは在宅での要介護３，４，５というのは結構，大分重度といいますか，４，５

というのは重度ですから家族が献身的に介護するというその努力は本当に敬意を表します

けれども，それはやっぱり体力的に続かないというためにも安心して，デイサービスとか

いろんなサービスの利用が起こっている。そうしなくてはいけないのですけれども，まだ

まだそういう利用状況，本来使えるのだけども，６割とかそういった状況があって，そこ

は確かに負担の関係があるから，使いたくてもそういう負担の関係があって，家族の介護

のしわ寄せといいますか，そこらが起こっているのではないかなと大変心配するわけで

す。そこは，何かこの数字を見てどういったお考えなのかを聞いておきたい。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 介護の必要度というのは，個々の方によって変わってくる

と思っておりまして，同じ介護度であっても利用者のニーズは多様でありまして，プラン

については利用者，家族の意見を聞きながらケアマネジャーが作成し，適切なサービスを

行っているものと認識しております。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） ぜひ，そういう介護の実態，特に老老介護でという話もありますか

らそういったところは特に配慮していただいて，本当に使いやすいサービスにはどうする

かということを十分対応していただきたい。

それから，次の４点目に入りますけれども，これも決算資料の３ページで，障害者の介

護サービス利用と本人負担という資料を出させていただいております。これは，仕組み

上，障害者の制度の中では６５歳を超えたら介護サービスを優先的には使うというような
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仕組みになっていて，資料要求したのは，今までは障害者サービスでざっくり言えば無料

だったのが，介護サービスになったら原則１割負担になりますからそこの負担が起こると

いうことで，ここの数字を見ると４人がそういう６５歳を超えて介護サービスを優先する

人に，対象になっているなということの理解を前提に，この下のほうに，負担が１割が原

則ですから，一番下のところに注意書きというのか，利用者の負担の上限であって実際の

利用者の負担額ではないというのがありますから，４人に対して本来原則はこの右にある

ような１割負担，しかし実際には利用限度額であってそうではないよというのはどういう

仕組みでゼロなのか，そこらの負担が分かれば教えていただけますか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 注釈にある月額上限は利用者負担額の上限であって，実際

の利用者負担額ではないという意味は，月額世帯上限が１万５，０００円の場合，サービ

スの利用料によって１万円を使われる方は負担額が１万円になりますと，１万８，０００

円分使われる方は上限額の１万５，０００円になりますと，そういった意味でございま

す。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） なるほど。要するに，だから１割負担というのは原則間違いなかっ

て，４人が対象になっているということで，実は，県内の廿日市でしたか，全部のサービ

スがどこに適用されているかというのは確認ができていませんけども，１つはそういっ

た，基本的には介護サービス，６５歳からの，今までの障害者サービスから今度は介護サ

ービスになって１割負担が発生するということで，廿日市とかいろんなところの先進的な

例といいますか，そこはいろんな所得状況に応じてその１割負担が起こらないような支援

制度をやっておられるところがあります。ですから，そこの検討はどうなのでしょうか。

そこらは，県内でもやっている１割負担のところがゼロといいますか，そういった支援を

されているところがありますけれども，竹原市はそこらの考えはどうなのでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 健康福祉課長。

健康福祉課長（森重美紀君） 平成３０年度から，障害者総合支援法の改正により，障害

福祉サービスを利用してきた方が６５歳に到達し，介護保険サービスを利用する場合，一

定の要件に該当する方は自己負担分から高額障害福祉サービス費を償還払いにより支給す

る制度がございます。本市においても，該当される方はおられます。

委員（松本 進君） 分かりました。
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委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，同じ続きで３９９ページの中段まで。介護サービス等

諸費の続きとなります。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，介護予防サービス等諸費に移ります。

こちらは，３９９ページから４０１ページにまたぎます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，高額介護サービス等費，同ページ，４０１ペ

ージとなります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続きまして，高額医療合算介護サービス等費，こちらは４０１ペ

ージから４０３ページにまたぎます。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，特定入所者介護サービス等費，こちらは４０

３ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続いて，その他諸費。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，地域支援事業費に移ります。

その中の１番，介護予防・日常生活支援総合事業費，４０５ページから４０７ページに

またぎます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，包括的支援事業・任意事業費に移ります。

４０６ページから４１１ページの上段部分まで。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，基金積立金に移ります。
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４１１ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，諸支出金。

こちらの償還金利子及び割引料，４１１ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは最後，予備費。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，特別会計の歳出を終了いたします。

以上をもって福祉部の審査を終了いたします。

説明員入替えのため，１１時２０分まで暫時休憩といたします。

午前１１時０６分 休憩

午前１１時１８分 再開

委員長（堀越賢二君） それでは，休憩前に引き続き会議を始めます。

それでは，建設部関係の一般会計の歳出から入ります。

ページ数は１１３ページ，総務費の総務管理費の一般管理費，この中で建設部のほうは

１２１ページの９番，地域公共交通に要する経費のうち，８番の委員報償，９番，普通旅

費，費用弁償，こちらのみとなります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，続いて民生費に移ります。

災害救助費，ページ数は１９５ページ，こちらの２番，災害救助に要する経費のうち，

１１番の修繕料のみとなります。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，農林水産業費，こちらの農業費の農地費，ペ

ージ数は２２３ページから２２５ページまでとなりますが，このうちの２２５ページの３

番，生活改善センターに要する経費は除きます。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２２３ページの修繕料１６３万４，０００円の事業執行の効果等

を教えていただきたい。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。
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建設課長（松岡俊宏君） それでは，１６３万４，５６６円の内訳でございます。

件数といたしましては５件というところで，ため池の維持修繕，それから農地の維持修

繕，それから道路の維持修繕，そういったものがこちらの修繕のほうの中身というふうに

なっております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 平成３０年の災害のときの４０万円未満の農地等の修繕等が元年

度ですからほとんどないのかも分かりませんが，それを含んでないのか，現状で今どのよ

うになっているのかが分かれば教えていただきたい。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 先ほどの修繕の中には，１件ですけれども，支出のほうが４４

万８，２００円というところで，西野地区の農地の災害の修繕のほうで使っております。

それから，４０万円以下の単独災害の平成３１年度の決算というところですけども，こち

らのほうは１３件，災害復旧というところで対応しております。金額のほうは８２７万

５，２２５円という状況です。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 最近，全協のほうで災害復旧のことについてお話があったわけで

すが，今のそういう農地とか用水路とかという施設も令和３年頃には全部完成する予定か

どうかを教えていただけますか。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 全協のほうで御説明させていただいたとおり，全力で３年度の

完成を目指して取り組んでいきたいというふうに思います。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，樋門維持管理費に移ります。

同じく２２５ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，林業費に移ります。

林業総務費，２２５ページから２２７ページ中段まで。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは次，林業振興費，２２７ページから２２９ページです

が，１番の鳥獣被害対策に要する経費は除きます。

宇野委員。

委員（宇野武則君） ２２９ページの人工林対策に要する経費，どのような事業か。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 人工林対策に要する経費ということですけども，平成３０年の

７月豪雨で被災しました林地の被害木等の整理と，それから二次災害を防止するため，大

型土のう等を設置しております。そういったところから，仁賀町の２か所，被害木の処

理，それから大型土のうの設置，そういったところの経費として充てております。事業費

につきましては，ひろしまの森づくり県民税を財源といたしまして実施するものでありま

す。県から補助金として１６０万円を頂いております。

以上でございます。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） では，同ページの里山林の整備委託費５００万円余りあるわけです

が，これはどこへ委託しているのですか。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 里山林整備委託料５２３万１，７４０円でございますが，こち

らのほうは竹林の繁茂防止とか鳥獣害防止のバッファーゾーン整備，それから大型土のう

の設置，それから被害木の処理というところで，尾三地方森林組合のほうにお願いをして

おります。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） 今三原があそこの火葬場の上がりのところの竹林を物すごい切った

が，カキいかだに使うのに。そういうどこでもかしこではなく，この前も言ったように，

タケノコなんかでも再生するような，そこを切ることによってそういう効果があるような

ところ，財源が限られているのでそこらを選定して。数量だけ，５００万円委託費がある

からどこでも切っておけばいいということではなく，切った後に何か竹原市に利益のある

ような格好で戻ってくるようなことを頭に入れてやらないと。シルバーもそうだが，森林

組合もできるだけ簡単なところをやるのよ。だから，そうではなく，市に将来的に利益が
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あるようなところから優先的にやっていく。竹やぶがもうどうにもならないぐらい生えて

いるわけだから，だから災害の問題があるし，そういう雨が降ったら，水路の道筋のよう

なところも竹を切っていかないと，物がだっだだっだ挟まってばっと一遍に来るような危

険性があるので，相当竹は生えるのが早いから，竹林の整備だけはそういう計画性を持っ

てやってください。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 委員さんおっしゃられるように，業者選定もそうですけども，

今費用対効果ですか，刈った場合の後にそういったことで何か活用方法はないかと，そう

いったところを，いろんな事例を今後参考にして取り組んでいきたいというふうに思いま

す。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，水産業費に移ります。

漁港管理費，２２９ページの下段から２３１ページの上段まで。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，商工費に移ります。

商工費の商工総務費，ページ数は２３１ページから２３３ページ，こちらのほうは工業

団地に要する経費のところではありますけれども，この中の１９番の竹原工業・流通団地

送水設備工事負担金，こちらのほうは除きます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 土木費に移ります。

土木管理費の土木総務費，ページ数，２３９ページから２４３ページの上段までとなり

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，続きまして道路橋梁費の道路維持費，２４３

ページ。

松本委員。

委員（松本 進君） 道路維持補修費で６，１００万円余り執行されておりますけど，こ

の中には修繕料とか市道の維持補修委託料等がありまして，これに関わるのですけれど
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も，住民からいろんな要望が出てくると思うのですが，要望が出て，こういった今の修繕

料なり委託料の中で支出して，何件ぐらい要望があってどれぐらい対応できているのかな

という枠を聞いておきたい。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 要望とか枠というのは，具体的に件数とかは申し上げられない

のですけれども，例えば今の修繕料とかでいけば件数が１００件弱ぐらいありまして，そ

ういったところから順次修繕のほうを行っているというところでございます。すみませ

ん，件数とかは分かりません。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） 修繕料は１００件ぐらいで，確かにいろんな要望が来ると思うので

す。それで，いろいろ継続はあるかも分かりませんが，この予算の執行年度でいえば，全

部対応できれば一番いいのですけど，そこはざっくり言ってどうなのですか。そういう１

００件ぐらいあってここまでしかいかないよというのを，概略でいいのですけど，教え

て。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） ほぼ，自治会からの要望というのは全て１００％，ではできる

かというものではございませんし，例えば修繕とかでいけば，市道に陥没とか何かあれば

通報とかそういった，我々が目視して確認した上で修繕することもありますし。そうはい

いながら，ほぼそういう傷んだ箇所があれば早急に修繕を行っているという状況でござい

ます。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続いて，道路新設改良費，２４３ページから２４５ページの上

段。

宇野委員。

委員（宇野武則君） 新設に関わるのですが，ずっと私，市長さんに直接言ってきたし，

竹原吉名線の道路，地元の要求も非常に強いのですが，昨年度何かそういうような，来年

中央審でまとめるわけですが，実際は町を挙げてからの長い懸案ですから，昨年度どうい

うような活動をしたのかお聞きしたいと。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。
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建設課長（松岡俊宏君） まず，県道竹原吉名線については，今の吉名小学校から毛木地

区までの吉名工区について，ちょっと古いのですけど，平成２９年度までに測量と概略設

計を終えているという状況です。平成３０年は，土質調査，それから詳細設計の費用とし

て事業費１，８４０万円，それから市の負担として１０分の１の１８４万円の予算を繰り

越しておったというとおりで，今また県のほうから，ルートとかそういったところの詳細

設計に基づいた図面とかそういったものを県のほうを通じて市のほうに来ている状況で，

今後は早急に事業着手できるように取り組んでいきたいというふうに思います。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） あの新開は，実際道路というのは先に先手先手を打っていかない

と，家が１軒建つと立ち退きという予算が出るわけよ。だから，そういうことを頭に入れ

て，これからの行政運営はそういう合理的なものを考えないと，財源が竹原市の場合は特

に限られているので。私はいろんな方法でお願いしているのですが，県のほうに言った

ら，トップが動かないと駄目なのだ言うわけよ。それで，よく進言して，ここの道路はい

ろいろな面で，去年は全く活動してないようなふうなのですが，我々が一般質問で言って

もあまり意味がないのかどうかは分からないのですが，とにかく竹原市はずっとそういう

都市基盤整備が一番遅れてきたのですよ。芸南の中核都市といって言われて５０年ぐらい

になるのだが，ここが一番遅れたのよ。だから，これから，私は農業というのは必ず生き

てくる思っているから，今の間にトラックでも通るような考えで。恐らく去年は行ってい

ないはずよ。私は，一般質問でやったし，そういう手当てでお願いもしたが，行っていな

い思う。その点，部長，最後の仕事でしっかり市長に言って，どうですか。

委員長（堀越賢二君） 建設部長。

建設部長（影田康隆君） 県道竹原吉名線をはじめまして，国道の歩道整備であるとか，

国道４３２号線の道路改良であるとか，主要な道路事業につきましては，昨年度，市長の

ほうが県庁，国に対しまして要望書を携えて要望活動をしていただいております。今年度

も，引き続き広島県のほうで道路整備計画を見直すこととなっておりますので，そうした

計画に網羅されるように要望活動を引き続き行ってまいります。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，橋梁維持費，同じく２４５ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（堀越賢二君） ないようですので，河川費に移ります。

河川総務費，２４５ページから２４７ページ中段まで。

松本委員。

委員（松本 進君） １点だけお聞きしたいのは，特にさきの７月豪雨の教訓から，河川

の問題では，この修繕料の中に入っているのかどうかを含めてお尋ねしたいし，維持補修

工事がありますけれども，お尋ねしたいのは特に河川の浚渫といいますか，そういったと

ころなんかをきちっとふだんからやっておく必要があるのではないかなということが災害

の教訓だと思うのですけれども，ここの中にそれが入っているのかどうかを含めてお尋ね

して，入っているとしたら何か所ぐらいこういう対応ができているのかなということをお

尋ねしたい。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 今の修繕料の９００万円のところですけれども，浚渫のほうは

確かにこちらのほうに入っています。浚渫が４か所ぐらいと，あと河川の土砂撤去とかそ

ういったところが数件ある，そういう状況です。それから，水路がそういった維持修繕，

詰まりとかそういったところも含めてやっているというところです。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） 今４か所と言われましたけども，少な過ぎるのではないかなと思っ

たりしたのですが，要望としては，ここに出ているその中での４か所ぐらいというふう

に，何か所ぐらい出ているのでしょうか。

委員長（堀越賢二君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 箇所数は，ほかにもあるのですけれども，具体的に数を申し上

げられないのですけども，今修繕の中で確かにやっている部分と，例えば今後また災害等

で土砂がたまったところについて県が行うところとまた市が行うところがあると思うので

すけども，そこは引き続き対応していきたいというふうに考えております。

委員（松本 進君） 分かりました。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，港湾費の港湾管理費，２４７ページから２４

９ページの上段まで。
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ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，続いて港湾建設費，同じく２４９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，都市計画費に移ります。

都市計画総務費，まずは２４９ページ。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ２５１ページ。

松本委員。

委員（松本 進君） ３番の住環境整備の経費について，その中に１９で耐震改修促進事

業補助がありますけれども，執行されている件数と，もう一つお聞きしたいのは，市がそ

ういう耐震改修の促進の計画を持っていると思うのですけども，今どこまで進捗されてい

るのかという到達状況をお尋ねしてみたい。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 耐震改修補助事業ですけれども，令和元年，診断１件，改

修１件しております。診断のほうが予算的には５件あったのですが，１件という状況にな

っております。

もう一つの質問で，耐震促進計画の中で市の耐震化の進捗状況ということの御質問です

が，現在の耐震促進計画が平成２８年から本年度末までの計画になっております。その中

で，住宅の耐震化率として目標が今年度７５％，これを目標にしております。この中で，

２８年度の調査以降，調査していない状況ではあったのですが，国の土地統計調査の中で

いろんなデータをいただけることができましたので，現段階での今の住宅の耐震化率を今

算出したところ，計画では７５％のところが７３．９％の耐震化率に進んでいるというこ

とが同調査のほうでは上がっております。市の補助以外にも，いろんなメーカーさんがそ

ういうセットで改修等を進めて耐震化を図るという形で，改修済みが３０年度９月末の段

階で４７１件進んだというような情報を得ております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） 今，耐震化の目標に対して７４％，大分目標に行っていると驚いた
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のですが，民間のほうで今やっておられるというのがあって，１つは市のほうもせっかく

制度があるわけで，ＰＲとかそこらの徹底はいいのかなと，それと使い勝手が悪いのかな

というそこらが気になるわけですけども，その申請書の手続を含めた使いやすい方向への

改善というのはどうでしょうか。もう少しＰＲして，どんどん使ってほしいなという思い

があったのですけど，そこの改善について。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 現在，耐震改修，耐震診断，なかなか件数が伸びてこない

という御指摘をいただきました。

こちらのほうは，昨年度から，その前ですか，耐震診断の費用に３万円から６万円の補

助をしたのですが，通常１０万円ぐらいかかるのですが，なかなか広報しながらでも進ん

でない状況があります。こちらは危機感を持ってやっていかないといけないと考えており

ますので，次期計画，これは来年度更新予定にしておりますので，その中でそちらも含め

てもっと使っていただきやすい制度等を検討していきたいと考えております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，公園管理費に移ります。

２５３ページから２５５ページの中段までですが，１番のバンブー体育施設管理に要す

る経費は除きます。

宇野委員。

委員（宇野武則君） ２５５ページの１４，土地借上料９４６万６，０００円余りです

が，これは民間から借りているのですか。個人からですか。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） こちらの土地借上料ですが，各公園の６公園，こちらのほ

うの借り上げをしております。こちらは，民間の方からの借り上げ料になります。１９名

の地権者の方から借りている状況になっております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） 次です。都市公園整備をする経費の，これは樹木なんかの管理だろ

うと思うのですが，どういうふうにしているのか，たくさん枯れた木があるのですが，ど
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ういう原因で枯れているのか。せっかく１０年余りたった道路側の樹木がほとんど，半分

以上枯れているのですが。管理が悪いのか，やりっ放しにしているのか，何か肥料が足ら

ないのか。それから，私，ずっと言っているのですが，あそこの中央の駐車場は，当初で

きた頃にあそこは竹を植えていたのですが，自動車の日陰になるというのでクスを植えた

のですが，一般の樹木と，成長が非常に遅いのです。ただ植えておけばいいというもので

はなく。私は，子供が駐車場の中にいてもクスノキなら大きな日陰になると思って，当時

の農林の課長は堀川さんだったと思う，が，あれをわざわざやりかえたのですよ。だか

ら，大分大きくはなっているが，日陰になるほどにはまだ，１５年も２０年もかかるのだ

が。そこらも含めて。

それから，池ののりです。ずっと言っているのですが，全く影響がないのか，宇野が言

っているのだから知らんふりしとけというのか，藤なんかでも，もうちょっと公園の中

を，これだけ金を使うのだから。あそこを小さい竹ずっと植えているのだが，ずっとあれ

を，柵をして藤を植えたらどうかと言っている。そうすれば，２月からずっと３月，４

月，５月というように，藤は５月だから花を見る期間が連続してずっとある。お客さんが

来ても楽しめるのではないのかという思いがあって，私は初めから言っている。そして，

あそこらは，私が国体があった折には４０都道府県の木を植えさせた。あれは，私の提案

で植えたのよ。この間も行ってみたら，もう大分，あそこは手を入れないのかどうか知ら

ないのだが，せっかくあれは代表者と，それから監督で，皆地域から取らせてあれを植え

た，もうちょっと，これだけ管理しているのだから将来を見据えて，これだけの予算をつ

けるだから，委託しとけばいいというものではなく，やっぱり来た人がいいと。国体の分

では，子供を連れて，お父さんの時代にここに木を植えたのだ，竹原寄ってみようかとい

うような思いがあるのではないのかなと思って，私が植えさせた。だから，もうちょっ

と，せっかくあれだけ大金をかけたのだから将来を見越したような管理運営をしてもらわ

ないと，木が枯れたら枯れてもしょうがないというようなことではいけない。あれを，道

路の端を見てみなさい，半分は枯れているから。だから，もうちょっと抜本的に，ない財

源をせっかく委託するのだから，委託を受けた人は我が身のような感じで管理してもらわ

ないと困るのよ。その点，どうですか。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 質問としては，２５３ページの公園管理委託料の質問かと

思いますけれども，そちらのほうでよろしいですか。
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都市公園管理のほうは工事のほうになりますので，公園管理手数料のほうが４１９万

９，２５０円ということで，公園管理を行っております。市内の公園，今全ての維持管理

ということで発注しております。今の中央公園の噴水等の状況というのは，言われるとお

り把握して，今水がたまっていなくて，廃止してモニュメント的になっている状況という

のを確認しておりますので，そこらとか今の公園の木の状況も今の公園の維持管理以外に

今後どうしていくかというところは研究，検討しながら進めて，良好な公園環境，こうい

うのをつくっていければと考えております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） ３年や５年で大きくなるものではないが。目的を持って植えたらそ

の目的どおりに管理してもらって。やっぱり肥料が要るのよ。聞いたら肥料なんかはほと

んどやっていないだろう。そういう管理ではいけないのよ。我々も飯を食べないと大きく

ならないのよ。木もそうなので，この木はこういう肥料が要るというようなものがあるだ

ろうし。唯一の竹原市のあれは公園だから。ほかの小さい公園，そんなに観光客は来ない

のよ。だから，花見の時分になったら，三原のほうから相当の数の人が来るのだからしっ

かり管理して，どこへ行ってもよく手入れしているなというような思いを持って帰っても

らわないと困るわけよ。せっかく管理しているのだから，そこらをもうちょっと真剣にや

らないと。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 今御指摘のあった内容を真摯に受け止めまして，今後の管

理等に反映させていきたいと考えますので，よろしくお願いします。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

松本委員。

委員（松本 進君） ２５５ページの上のバンブーの委託料はいいのですか。

委員長（堀越賢二君） はい。

委員（松本 進君） そこについて，資料については，収支報告が１９年度は４０ページ

のほうの収支報告になろうかと思うのですが，お尋ねしたいことは，１つは資料の分で，

収支報告書がこれは４０ページの分の資料なのですけれども，指定管理料の金額，ここ

に，２５５ページの決算書では２，６３９万７，６０６円，決算額になっていますけれど

も，特にこの４０ページが２０１９年度ではないかと思うのですけれども，どこに，収入
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の中の指定管理料はここに書いてあるのですが，この金額と違っているから説明をしてい

ただきたいなというふうに思います。意味が分かりますか。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 今の収支報告書の４０ページは，令和元年度のバンブーの

指定管理の収支報告という形になっております。収入のほうで指定管理料，こちらは２，

４２１万７，９６０円が指定管理料になります。収入合計でいきますと３，０３３万２，

９０６円ということになりまして，支出が３，０３０万１，０００円という数字になって

おります。

４０ページの収支報告書のほうは，税抜きの金額になっております。決算報告書のほう

は，税込みの金額になっております。

以上です。

委員（松本 進君） 分かりました。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） それと，４０ページなのですが，収入のところの年度累計の収入の

ところが，一番下の分が，予算の右のほうの年度累計が収入では２，７９７万５，０２６

円になっておりまして，そして今度は支出の分で，ちょっとその下の支出の合計のところ

が２，７４１万３，８３１円ということで，収支の差というのが５６万１，１９５円と。

この収支の差の扱いはどうなるのかなというのを確認しておきたいと。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 自主事業と委託事業によって収支が発生したもの，こちら

は市の収入のほうには入らずに指定管理者の収入となりますので，そちらの差が入ってい

るものであります。

以上です。

委員（松本 進君） 分かりました。

委員長（堀越賢二君） よろしいですか。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，街路事業費に入ります。

同じく２５５ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（堀越賢二君） ２５５ページから２５７ページの駐輪場管理費。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続きまして，土地区画整理事業費，２５７ページから２５９ペー

ジ上段。

松本委員。

委員（松本 進君） 土地区画整理事業の経費が７，０００万円強，執行されております

けれども，伺いたいことは決算年度が終わって，事業の進捗状況といいますか，どこまで

進んでいるのかということと，あと残りの事業が，一部未整備なところがあると思うので

すが，そこの地権者に対する合意形成の取組とその見通しということについてお尋ねして

おきたいと。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 令和元年度の区画整理の進捗状況ですが，実施区域が２

５．７ヘクタールで，８５％の進捗状況になっております。昨年度から１％の進捗という

ことなのですが，今地権者の取組状況ということで，今難航地権者が１７地権者おられま

す。こちらのほうを取り組みながら，一応前向きな調整，協議，これができるようになっ

てきておりますので，そちらを進めながら今後の事業進捗を進めたいと考えております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 松本委員。

委員（松本 進君） もう一点は，保留地処分金についてお尋ねしたいのですが，先日報

告があった分では，市の土地売却，売払収入にこの保留地処分金が入っていました。そこ

で報告があったのは，保留地処分金，売却収入では２件で１７７平米，７７０万円という

ような報告があったと思うのですけど，ざっくりですけど，これを坪当たりにすれば１４

万４，３００円になります。それで，当初の事業計画，それはもう何十年もたちますから

今土地がどこも下がっているというのは承知しているのですが，当初の事業計画から見た

らこの保留地処分金，もうちょっと高かったように，数値ははっきり覚えてないのです

が，坪当たり例えば２０万円超えたお金だったというような計算でやっていると思うので

すけど，今が実際に１４万４，０００円ぐらいになって下がっていると，半分ぐらいまで

下がっているのではないかと思いますけど，これに対する市の持ち出しという言葉が適切

なのかどうかは分かりませんけど，事業計画で見たら保留地処分金は大きな事業収入にな

っているわけですけれども，それが当初の計画より下がればそこに市の財政を投入せざる
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を得ないということになりますので，そういった地価の状況，当初の計画と，これが今は

１４万円幾らということになっていますからその差額と，これまでの市の投入といいます

か，保留地処分に対する市の補填といいますか，そこも分かれば教えていただきたい。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 保留地の処分についてですけれども，今年度が２件という

ことで，１件が１１５平米，５１６万円と，もう一件が６１平米の２５２万６，０００

円，これの歳入が入っております。坪単価におきましては，最初の１筆目のほうが１４万

８，２００円，委員さんが言われた額に近いのですが，もう一件のほうが１３万６，３０

０円と，土地の場所，条件によって変わっております。

もう一点の質問で，当初の保留地の設定金額と現在の保留地の価格での差ということで

ありますが，平成８年に事業計画が決定し，平成１０年に今販売を開始しております。こ

のときと現段階とでは，保留地のほうが今の不動産鑑定評価等があったり，そういうもの

から算出しまして１億１，７００万円下がっております。こちらのほうが，おっしゃられ

るとおり，単市での支出のほうに負担として入ってきている状況になっております。

以上でございます。

委員（松本 進君） 分かりました。

委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

宇野委員。

委員（宇野武則君） 区画整理の中を歩いて，道路は整備ができたのではないかと思うの

ですが。１７件ぐらいいるのですか，あと。半年なら半年，あるいは１年，年を切っても

うやめたらどうなのですか。そういうことはできないということか。私はもうやめてもい

い思っているのですが，どうですか，その辺。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 現在，区画整理事業は８５％進捗している状況で，今言わ

れている道路は，竹原や中学校からの路線，こちらのほうとかがまだ残っている状況にあ

ります。現在が８５％で，事業をやめるということになりますと，全て完了していないと

登記がつけれない仮換地の状況に土地がなっている状況にあります。こちらを今やめてし

まうと，その土地の登記ができないことで地権者の方の不利益が発生するということと，

今まで頂いた交付金を返還，こういう話が出てくる可能性がありますので，現在は計画を

延長しながら，財政負担の平準化を図りながら進めて，最後まで取り組んでいきたいと考
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えております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） 行政も戦略があるのだろう。高齢者の方が一番反対しているところ

はあるが，それは何の心配もないからずっと反対するのよ。だから，一定の区切りという

ものは，行政の姿勢というものを示してみないと，前に行くか行かないかという判断がで

きないのよ。ずっと反対するよ。だから，そういうテクニックというか，戦略というか，

ある程度年限切って，ここで竹原市はこう始末するような方針でおりますというようなこ

とを，交渉のテクニックだから，だからそこらも含めて，それは，あなたたち，ずっと課

でこれから３年も５年も１０年もやるのかどうかは分からないのだが。それを引っ張られ

ていても困るわけよ，人口はどんどんどんどん減っているし。そこらは一遍練り直してみ

なさい。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 今，事業進捗が進んでいない状況での御指摘を伺いまし

た。

私たちのほうでも，今交渉，どういうふうにやって進めるかということを考えながらや

っていっております。尾道市が，今回ニュースのほうでありましたような，直接施行をさ

れたとかという話がありますので，そういう方向性も研究しながら今の進捗に努めてまい

りたいと考えております。

以上です。

委員長（堀越賢二君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） 現状の竹原市の人口が減る，当初計画した時ともう１万人以上減っ

ているわけだから，それは国のほうに事情を説明したら，撤回するだ何だ，そういうこと

は絶対にない。それは，そういう事例は幾らでもあるのだから。財政的にもたないと言っ

たら，国もやれやれって言いはしない。だから，そこらの話合いだけで，もうちょっと，

長くなるのだから真剣に考えないといけないよ。

委員長（堀越賢二君） 都市整備課長。

都市整備課長（西吉八起君） 先ほどの事例で「尾道」と言ったのが「三原市」の間違い

でした。訂正させてください。

以上です。
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委員長（堀越賢二君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，次の公共下水道事業費，２５９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，下水路費，２５９ページ中段。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） まだ審査の途中ではありますが，１３時１０分まで暫時休憩とい

たします。

午後０時０８分 休憩

午後１時０５分 再開

委員長（堀越賢二君） それでは，休憩前に引き続き会議を開きます。

伝統的文化都市環境保存地区整備費，ページのほうが２６１ページから２６３ページに

なりますが，２６１ページの１番，景観道路・修景広場維持管理に要する経費のみとなり

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，住宅費に移ります。

住宅管理費，２６３ページから２６７ページの上段まで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，用悪水路費，こちらの樋門維持管理費，２６

７ページ。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） 続きまして，急傾斜地崩壊対策費，２６７ページの下段から２６

９ページ上段まで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，交通安全対策事業費，２６９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，災害復旧費に移ります。ページ数は少し飛びます。３

２０ページ。

公共土木施設災害復旧費，３２１ページ。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，次に行きます。

農林水産施設災害復旧費，３２１ページから３２３ページまで。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，一般会計を終わります。

続きまして，特別会計で港湾事業特別会計，こちらの歳入，こちらはもう歳入一括でま

いります。

３５８ページと３５９ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，歳入を終わります。

続きまして，歳出，港湾費，３６１ページから３６３ページの中段。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，続きまして予備費に移ります。

３６３ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，港湾事業特別会計，歳出を終わります。

続きまして，公共下水道事業特別会計の歳入，こちらも３６６ページから３６９ページ

までとなりますが，歳入を一括して行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，歳入を終わります。

続きまして，歳出に入ります。

歳出の公共下水道費，こちらの総務費の一般管理費，まずは３７１ページから３７３ペ

ージの上段まで。一般管理費。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，施設管理費，３７３ページ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，続きまして事業費の建設費，３７３ページか

ら３７５ページの中段。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（堀越賢二君） ないようですので，公債費に移ります。

３７５ページから３７７ページ。公債費。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） ないようですので，最後，予備費。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（堀越賢二君） それでは，特別会計を終わります。

以上で福祉部，建設部の集中審査を終了いたします。

次回は，来週の２８日月曜日１０時から総括審査を行いますので，各委員の皆さんにお

かれましては質疑の準備をよろしくお願いいたします。

以上で第４回決算特別委員会を散会いたします。

お疲れさまでした。

午後１時１２分 散会


